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入会日 免許番号 商  号 代表者 所在地 ＴＥＬ 

29. 7.13 (1)3470 都プラス 森川 竹明 伊賀市ゆめが丘一丁目 3番地の 3 0595-41-1078 

 

新入会員のご紹介 

伊勢市空家バンク制度施行に伴う媒介等に関する協定締結  
 

伊勢市、志摩市土砂災害特別警戒区域等の指定について  
 

三重県県土整備部 

 今般、伊勢市、志摩市において、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）に基づく土砂災害特別警戒区域等が下記のとおり指定されましたので、 

重要事項説明等においてご留意願います。なお、伊勢市においては既指定の解除が併せて行われて 

います。 
 
  指定地区：①伊勢市朝熊町 外 ②志摩市大王町 外 

  指定年月日：平成２９年８月１８日 

  告 示 番 号：三重県告示①(指定)第 588号、591号 (解除)第 590号 ②第 589号、592号 
 
※県公報及び指定区域図などについては、次のリンク先をご参照ください。 

◇県公報 http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000742177.pdf 

◇指定区域図など http://www.pref.mie.lg.jp/HOZEN/HP/06770006284_00003.htm 

 平成２９年８月２８日、伊勢市役所において、伊勢市との

「空家バンク制度施行に伴う媒介の協定」の調印式が執り行

われました。その中で、鈴木市長から昨年伊勢神宮に 874万

人の方が参拝されたというお話があり、東辻本部長は「全国

から訪れる方に向けて、空き家を使って民泊事業を考えては」

と、若者に伊勢市の魅力を情報発信することを市に提案され

ました。 

後日、媒介協力業者としてご登録いただける会員を募集い

たしますので、協定の趣旨をご理解いただき、是非ご協力を

お願い申し上げます。 東辻本部長と鈴木市長 

不動産業関連制度の改正等に伴う説明会の開催について 
 

●退会会員のお知らせ 

退会日 免許番号 商  号 代表者 

29. 6.29 (1)3271 ㈱高正工務店 髙橋 正樹 

29. 7.26 (1)3293 ㈱アサヒ総合開発  繁秋 

29. 8.22 (4)2760 キティホーム 河村 淸英 

 

国土交通省土地・建設産業局 

 下記のとおり、宅地建物取引業者向けの説明会を開催します。 
 
  開 催 日：平成２９年１０月４日（水）１４：００～１６：００ 

開催場所：名古屋合同庁舎第２号館 ３階共用大会議室 （名古屋市中区三の丸 2-5-1） 

概  要：①改正宅地建物取引業法の施行について ②賃貸取引に係る ITを活用した重要事項説明について 

      ③価格査定マニュアルの使い方について ④その他  ⑤質疑応答 

  定  員：１５０名  申込期限：９月２０日（水） 

  申 込 先：中部地方整備局 建政部 建設産業課 FAX 052-953-8606  
 ★参加ご希望の方は、参加申込書をお送りしますので、三重県本部事務局までご連絡ください。 


